
ＥＭＳ･ドライブレコーダー機器導入促進助成金交付要綱

平成１８年 ７月 ３日 制 定

平成２３年 ５月 ９日 最終改正

（目的）

第１条 この要綱は、岡山県トラック協会（以下「協会」という ）が行う、エコド。

ライブを計画的かつ継続的に実施し、その状況について、客観的評価や指導を一体

的に行うエコドライブ管理システム（以下「ＥＭＳ」という ）及び事故や急加速。

･急減速などの一定の衝撃が生じた際に、その前後の映像や走行データを記録する

システム（以下「ドライブレコーダー」という ）の普及を図るため、ＥＭＳ･ド。

ライブレコーダー機器（以下「機器」という ）の導入に対する助成金（以下「助。

成金」という ）の交付に関して、必要な事項を定め、適正かつ円滑に事業を推進。

することを目的とする。

（助成対象）

第２条 助成の対象は、第４条に定めるＥＭＳ･ドライブレコーダー車載器及び事務

所用機器をあらたに導入する会員事業者（以下「申請者」という ）とする。。

（助成額）

第３条 前条の助成金の額は、次のとおりとする。

ＥＭＳ･ドライブレコーダー車載器装着については１台あたりの購入価格が３万

円以上のものは３万円とし、３万円を下回るものは購入価格を限度とする。

事務所用機器については、経費の１／２上限２０万円とする。

また、１会員あたり限度額は両機器併せて１５０万円とする。

２ 当該機器が第４条第１項１号、２号及び３号のいずれの基準にも該当する場合

であっても、交付額は機器１台あたり上限３万円とする。

（助成対象機器）

第４条 助成の対象となる機器は、以下基準に該当するものとする。

(1) ＥＭＳ用車載器

エコドライブの実践に効果のあるＥＭＳ用車載器で別表１に定める機器とす

る。

(2) ドライブレコーダー車載器

映像や走行データを記録するドライブレコーダー車載器で別表２に定める機器

とする。



(3) デジタル式運行記録計・映像記録型ドライブレコーダー一体型機器

道路運送車両の保安基準第４８条の２に適合する運行記録計であり、かつ、

前号の機能を有する車載器で別表３に定める機器とする。

（装置の装着）

第５条 助成の対象となる装置は、平成２３年４月１日以降平成２４年２月２９日ま

でに装着を完了し、平成２４年２月２９日までに支払いが終了するものでなければ

ならない。

（交付申請）

第６条 申請者は、助成金の交付を受けようとするときは 「ＥＭＳ･ドライブレコ、

ーダー機器導入促進助成金交付申請書 （様式１)を、平成２４年２月２９日まで」

に協会に提出しなければならない。

２ 前項の申請に必要な添付書類は、別に定める。

３ 予算額に達した場合は、申請受付を締め切る。

（交付決定）

第７条 協会は、前条第１項の規定による申請書の提出があったときは、当該申請に

係る書類を審査し、助成金を交付するべきものと認めたときは交付の決定を行い、

「ＥＭＳ･ドライブレコーダー機器導入促進助成金交付決定通知書 （様式２）に」

より申請者に通知する。

２ 協会は、前項の通知に際して、必要な条件を付すことができる。

（実績報告及び助成金の請求）

第８条 申請者は、装置の装着が完了したときは 「ＥＭＳ･ドライブレコーダー機、

器導入促進助成金実績報告書 （助成金交付請求書 （様式３）により、平成２４」 ）

年２月２９日までに協会に対して助成金を請求する。

（助成金の交付）

第９条 協会は、前条の「ＥＭＳ･ドライブレコーダー機器導入促進助成金実績報告

書 （助成金交付請求書）の提出があったときは、速やかにその報告を審査し、そ」

の報告に係る事業の実施結果が助成金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に

適合すると認めたときは、申請者に対して、助成金を交付する。

（申請の変更又は取下げ）

第１０条 交付決定後 申請の変更又は取下げをするときは 申請者は 速やかに Ｅ、 、 、 「

ＭＳ･ドライブレコーダー機器導入促進助成金交付申請(変更・取下)届出書 （様」



式４）を協会に提出し、その指示を受けなければならない。

（財産の処分の制限）

第１１条 申請者は、交付対象となった装置が１年を経過するまでの期間は、譲渡、

交換、廃棄、他用途への転用、貸付又は担保（以下「処分」という ）に供しては。

ならない。

（その他必要な事項）

、 、第１２条 この要綱に定めるもののほか 助成金の交付に関するその他の必要事項は

協会が別にこれを定める。

（附則）

第１条 本要綱は平成１８年７月３日より施行する。

本要綱は平成１９年４月１日より施行する （平成１９年５月１５日改正）。

本要綱は平成２０年４月１日より施行する （平成２０年５月９日改正）。

本要綱は平成２１年４月１日より施行する （平成２１年５月７日改正）。

本要綱は平成２２年４月１日より施行する （平成２２年３月１６日改正）。

本要綱は平成２３年４月１日より施行する （平成２３年５月９日改正）。


